
自分を大切に 他の人も大切に 

校 長 小 川  勉  

 朝晩の冷え込みが厳しくなり、初雪、初霜、初氷と冬の便りも続々と届いています。気がつけば

今年（そして２学期）も残りわずか１か月です。今年は１０月から１１月にかけて、全ての学年で

校外学習（６年生は修学旅行）を実施しました。どの学年もルールやマナーをきちんと守り、しっ

かりとした態度で活動してきました。学校ではできない見聞や体験から様々なことを学び、仲間と

の絆や協調性、そして社会性を高めて帰ってくることができたと考えます。また、外部講師を招い

て、６年生を対象に戦争や被爆体験のお話を伺う学習を実施しました。書籍や映像資料ではなく、

実際に体験された方のお話を直接伺うことで深い学びにつながったと考えます。 

 さて、１２月１０日は世界人権デーです。昭和２３年に国際連合が世

界人権宣言を選択した日で、１２月１０日を最終日とする１週間（１２

月４日～１０日）を人権週間として定めています。今年（第７６回）の人

権週間のテーマは引き続き「『誰か』のことじゃない」です。この時期に、

本校においても、児童一人一人に「自分の大切さとともに他の人の大切

さを認めること」を改めて心に染み込ませ、知識として学ぶだけでなく、

日常生活において言葉・態度・行動に表れるように指導していきます。改めて人権というと難しい

ことのように感じますが、子どもたちの生活の中にも多くの関わりがあります。一方的に教え込む

のではなく、道徳授業や学級活動の時間を中心に様々な教科等で、グループで体験する、お互いに

教え合う、友達のよいところをたくさん見つけるなど、お互いを認め合う活動を設定していきま

す。 

 また、今月はマラソン記録会（納会）があります。昨年度は２日に分

けて実施していましたが、今年度はできるだけ多くの方に子どもたちの

がんばりをご覧いただけるように１日で全学年実施することとしまし

た。一人一人の目標を持ち、こつこつと練習に取り組んできた子どもた

ちに温かい声援を送っていただく機会にしてくださいますと幸いです。 

 

 

 

 

学校だより いには野 
印西市立いには野小学校 令和６年１１月２９日（金） Ｎｏ．８ １２月号 

１２月には、教育活動についてのアンケートを実施しますのでご協力をよろしくお願いいたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【教育活動紹介】 
〇書き初め練習会 

 昨年度に引き続き、書星会・書道芸

術院師範の久本順子先生を講師に書き

初め毛筆学習を行います。 

〇芸術鑑賞教室（６年生） 

 プロの狂言や落語を市内６年生が市

文化ホールで鑑賞します。 

  

 

 ７日（火）第３学期始業式 

      ３時間日課１１：３０下校 

 ８日（水）３時間日課１１：３０下校 

 ９日（木）通常日課、給食開始 

      明日会運営委員会１０：００ 

１０日（金）避難防災訓練 

      スクールカウンセラー来校日 

１４日（火）委員会活動 

      教育相談（～２４日） 

１５日（水）５－１情報活用能力調査日 

１６日（木）漢字マスター実施日 

２１日（火）３年人権教室 

２２日（水）読み聞かせ（３・４年） 

２４日（水）後期教材費振替予定日 

２７日（月）英語マスター実施日 

      クラブ活動 

２９日（水）スクールカウンセラー来校日 

３１日（金）入学説明会 

１月の主な行事予定  
  

【冬季休業】 

 １２月２７日（金）から１月５日（日）

までは、日直等、職員が勤務しませ

ん。 

 この日に連絡がある場合には、教

育委員会までご連絡ください。 

     （ 直通 ３３－４７０４ ） 

★マラソン記録会（納会） 

 保護者の参観ができます。 

３年生（800m） 
①8:45～8:55 
②9:00～9:10 

４年生（800m） 
①9:20～9:30 
②9:35～9:45 

１年生（600m） 
①10:00～10:05 
②10:10～10:15 

２年生（600m） 
①10:25～10:30 
②10:35～10:40 

５年生（1000m） 
①10:55～11:05 
②11:10～11:20 

６年生（1000m） 
①11:30～11:40 
②11:45～11:55 

自転車の利用について 

 道路交通法が改正され、令和６年１１

月から自転車運転中にスマートフォン

等を使用する「ながら運転」（「ながらス

マホ」）の罰則が強化され、また、「自転

車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象

とされました。 

 ご家庭でも話題にしていただき、自転

車の安全運転にご協力をお願いします。 

 また、併せて、自転車の安全利用五則

についてもご確認ください。 

 
自転車安全利用五則 
・車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行
者を優先 

・交差点では信号と一時停止を守って、安全確
認 

・夜間はライト点灯 
・飲酒運転は禁止 
・ヘルメットを着用 


